
基本方針 重点目標 主な取組

Ⅰ 海岸ごみの円滑な
処理の推進

１ 連絡・情報提供体制の整備 海岸ごみ相談窓口の整備、県の支援策の周知

２ 海岸ごみ処理対策事業の推進
関係機関による海岸漂着物の回収・処理

NPO団体等による海岸漂着物回収・処理活動への支援強化

３ 災害時における迅速な対応 災害時における海岸漂着物の早期回収・処理

Ⅱ 効果的な発生抑制
対策の推進

１ 組成の調査 海岸漂着ごみ組成実態調査の実施

２ 発生源に応じた発生抑制対策の推進

ごみの不法投棄監視の強化

３Rの推進、おおいたグリーン事業者認証制度の活用

漁協と連携した漁業者等への啓発及び漁港パトロールの実施

Ⅲ 県民みんなで進める
きれいな海岸づくり

１ 情報提供・普及啓発・環境教育の推進 NPO等と連携した普及啓発・環境教育の推進

２ 海岸クリーンアップ活動の推進 海岸クリーンアップ作戦等の実施

Ⅳ 地域連携と協働の推進 １ 関係機関、民間団体との連携の推進
大分県流木等処理対策検討会議等による連携の推進

関係自治体との情報交換・相互協力等の推進

第４次大分県きれいな海岸づくり推進計画（素案）の概要

１ 計画の目的及び位置づけ

目的：海岸ごみの現状について理解を深めるとともに、海岸漂着物対策等に、行政をはじめ、県民、関係団体等が連携して総合的な取組を行う。

２ 計画の概要

大分県長期総合計画 大分県環境基本計画 大分県廃棄物処理計画
部門計画 個別計画

海岸漂着物処理推進法 国の基本方針（第13条）、地域計画（第14条） きれいな海岸づくり推進計画
（海岸における漂着・漂流ごみ対策）

国

県

期間：令和8年度～令和12年度 基本理念「ごみのないきれいな海岸づくりを通じて、地域と環境が共生するうつくしい大分県」

目標 海岸清掃参加人数 R12目標：19,250人
【参考】 R6実績：17,633人
（第3次計画 R6目標：17,750人）
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